
皆さんの、献血はどのように利用されているか、ご
存じですか？いわゆる、輸血（赤血球輸血）だけでな
く、血液製剤として利用されています。血液製剤とは、
皆さんの献血によって得られた血液を原料として、輸
血や病気の治療を目的に加工された医薬品です。種
類は「赤血球製剤」「血小板製剤」「新鮮凍結血漿」「血
漿分画製剤」に分けられます。
「赤血球製剤」は、外傷や病気による貧血・手術時
などに用いられます。使用に際して適合試験を行いま
す。適合試験とは、血液型検査（ABO血液型、Rh抗
原）、不規則抗体スクリーニングという検査を行い、
血液が適合するか否かを検査します。輸血時および
終了後も継続的に副作用がないか観察を行います。
「血小板製剤」は、病気などで血小板が少ない時に用
いられます。適合試験を行い使用しますが、使用するま

で振とう保存する必要があります。振とうしないと血小
板の損傷が起こり、輸血効果が低下するからです。
「新鮮凍結血漿」は、血液を凝固する因子の不足や
大量輸血の時に用います。凍結した状態ですので、血
液型の適合を確認後、融解して使用します。
「血漿分画製剤」は、アルブミン、免疫グロブリン、血
液凝固因子などのタンパク質を分離取り出したもの
です。それぞれ病気の状態に応じて用います。
十分に、日本赤十字社と各医療機関でも検査・管
理・使用しておりますが、輸血には免疫などによる副
作用やウイルスなどに感染する危険性があり得ます
ので、ほかに代替する治療法などがなく、その有効性
が危険性を上回ると判断された場合に実施していま
す（輸血療法の実施に関する指針）。このように、さま
ざまな医療の場面で、大切に利用されています。

血液製剤について ホーム・ホスピス中尾クリニック
中尾 勘一郎 先生

毎年7月1日～31日は
「愛の血液助け合い運動」

月間です！

図書館・健康センター複合施設

Vol.15 整備の詳細
長与町ホームページ通信

政策企画課新図書館等建設係  ☎095-801-5661問ホンテラッセ長与の機能紹介③
　長与町で建設中の新施設「ホンテラッセ長与」は、図書館と健康センター、交流の場がひとつになった、新しいまちの拠点
です。今回は、交流エリアについて紹介します。
　交流エリアは、施設を訪れる人々が思い思いに過ごしながら、緩やかにつながりを生み出す空間です。下記のスペースが
整備されることで、人々の交流が生まれ、あらゆる世代の方のための居場所となり、幸福度を高められることを目指します。
地域の交流促進のための活動であれば、営利目的での利用も歓迎します。

プラザ
施設のエントランス空間で、読書や歓談、待合など思い思
いに滞在できる場所です。

ミーティングルーム
少人数の会議などに利用できるスペースです。

コモンラウンジ
一般開放により、くつろぎや談話のための空間として利用
されるほか、交流促進のための行事、展示などさまざまな
活動に対応できる空間です。

おやこのあそびば
未就学児と保護者のための専用スペースです。床や遊具は
安全性に配慮しており、保護者の方が見守りながら安心し
て遊べます。

クッキングルーム
栄養指導、料理教室、親子での食育体験などに利用できる
調理スペースです。
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国民年金保険料免除等の申請
長崎北年金事務所　☎095-861-1354
長崎南年金事務所　☎095-825-8701
健康保険課年金係　☎095-801-5821

問申・

★困ったときやご相談は、長与町役場消費生活相談窓口または長崎県消費生活センターへご連絡ください。
　長与町消費生活相談窓口　☎095-883-1111　長崎県消費生活センター　☎095-824-0999

ニセ電話詐欺・悪質商法などから高齢者を守りましょう！
　令和7年度に長与町に寄せられた消費生活相談件数は202件となっており、うち65歳以上の高齢者の相談は
86件（人）と全体の43％を占めています。高齢者被害の特徴として「本人が気づきにくい、騙された自分が悪いと
思ってしまう、相談する人が身近にいない」などから、被害は深刻なものになりがちです。被害に遭いやすい手口
を知り、地域のみなさんの「見守り力」と「つなぐ力」で被害を未然に防ぎましょう。

被害に遭いやすい主な事例

消費者注意報

●自宅に知らない販売業者が突然やってきて、必要のない給湯設備の設置を勧められたり、修理業者が家
屋の点検と称して屋根に上がり高額な工事契約をさせられた。【訪問販売・点検商法】
●「古い着物や不用品などありませんか」との電話に応じてしまい、訪問業者を自宅内に招き入れたところ、
大切な貴金属まで安価で買い取られてしまった。【訪問買取】
●一人住まいの高齢者宅に食べきれないほどの鮮魚類が毎月届けられており、その都度、商品代引きで高
額料金を支払っている。【電話勧誘販売・送り付け商法】
●スマートフォンで「お試し価格〇〇円」「初回限定」の格安商品の広告を見つけ、1 回だけのつもりでネッ
ト注文したところ、定期購入となっており、返品・解約に応じてくれない。【通信販売】
●自宅の固定電話に町役場職員の名前を騙って、「医療費の払い戻しがあります、ATMコーナーで手続きを」
と言われ、現金を口座に振り込んでしまった。【還付金詐欺】
●＋から始まる見慣れない電話に出てしまい「電話料金が未納です。こちらまで連絡を」との案内に従い
連絡し、請求された未納料金を支払ってしまった。【架空料金請求詐欺】
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